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研究成果の概要（和文）： 
  国連海洋法条約（UNCLOS）および生物多様性条約（CBD）の実施過程において、生態系

アプローチに基づく海洋の生物多様性保全という課題に対処すべきという国際社会の共通認識

が確立するに至ったことを明らかにした。その上で、具体的には、国連食糧農業機関（FAO）

や国際海事機関（IMO）が、また、地域海毎の海洋環境保護機関や地域的な漁業管理機関が、

海洋保護区の設定など新たな取り組みを通じて、海洋生物多様性の保全策を講じていることを

実証的に明らかにしつつ、海洋生物多様性の保全に関する国際法が形成途上にあることを解明

した。 
 
研究成果の概要（英文）： 
  In process of the implementation of UNCLOS and CBD, a common acknowledgment that 
international community should decide how to deal with the conservation of marine 
biodiversity has been established among vast majority of states. Especially, FAO and IMO 
as well as a number of regional organizations for preservation of marine environment and 
for control of fisheries have taken measures to conserve marine biodiversity through 
various tools such as the marine protected areas. New international law for conservation of 
marine biodiversity has been in the process of formation at present. 
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ることについて警告を発してきた。海洋生物
多様性の保全に関する国際法の中心は、
UNCLOS および CBD の二つであるが、両者
とも、その採択の当時には、海洋生物多様性
の保全とりわけ国家管轄権の範囲を超える
海洋における生物多様性の保全については、
十分な認識が定着していなかった。 
 国際海洋法は、基本的に国家管轄権の配分
のルールを中心に発展してきた経緯があり、
また、国際環境法も、国家管轄権の範囲を超
える海洋における生物多様性の保全の課題
は射程に組み入れていなかった。ここに、海
洋と環境に関する国際法の再構築が求めら
れる要因があり、実際、両者の統合的なアプ
ローチの採用を通じて、新たな法的枠組の構
築が模索されていた。本研究は、そうした状
況下で開始され、国連の諸機関、漁業資源管
理や海洋環境保護に関する地域的な機関の
実行を分析しながら、遂行する必要があった。 
 
２．研究の目的 
  本研究は、海洋の生物多様性の保全という、
21 世紀に入り急速に強まっている要請が、国
家管轄権の配分を基軸に形成されてきた海
洋法にいかなる課題を提示しているか、他方
で、海洋秩序との整合性を常に検証しながら
形成されてはきたとはいえない環境法にい
かなる変容を迫っているのかを、現行の国際
法が変容を迫られている最も典型的な 3 つの
問題（①海洋保護区、②海洋生物資源管理に
おける生態系アプローチと予防原則、③海洋
遺伝資源の法的地位）に関する実証的な研究
を通じて、これらの課題に応える今後の海洋
法と環境法のあり方および発展の方向性を
解明することを目的とした。本研究は、同時
に、海洋法の基本枠組を定める UNCLOS と、
環境法の中でも最も密接なかかわりをもつ
CBD との間の相互連関を解明し、この分野
における国際法の統合的アプローチの展開
可能性を探求することをも目指したもので
ある。 
 
３．研究の方法 
  本研究では、海洋生物多様性の保全の要請
が、現行の国際法に変容を迫っていると思わ
れる次の 3つの問題の同定を行った。すなわ
ち、①海洋保護区（MPA）、②海洋生物資源
管理における生態系アプローチと予防原則、
③海洋遺伝資源の法的地位に関する問題で
ある。問題の同定を行うにあたり、海洋法と
環境法の研究者で分担を決め双方の共同作
業で検討を行った。具体的には、上記の 3つ
の問題に関する先行研究の網羅的検討を行
うとともに、UNCLOS および CBD の実施
過程における議論を分析した。また、海洋生
物多様性の保全のために具体的な対策を講
じている国連諸機関、とりわけ FAO および

IMO の実行、ならびに、地域的な海洋環境保
護機関および漁業管理機関の実行について
検討し、海洋保護区の設定や様々な漁業規制
の態様についての分析を行った。 
 
４．研究成果 
(1)  UNCLOS の採択以後、海洋生態系の
一体性を基礎とした「生態系アプローチ」な
ど、海洋の生物多様性保全という課題に対処
しようとする国際環境法の展開が、伝統的な
国家管轄権の配分のルールに基づく海洋法
に浸透し、影響を与え、海洋法制度の転換を
迫っていることを明らかにした。一方、海洋
の生物多様性保全の要請と現行の海洋法秩
序との間の調整は、地域的な海洋環境保護条
約や漁業管理条約の下で、また FAO や IMO
などの国連機関において、国家実行・条約実
行を通じて重層的に展開されていることを
明らかにした。 
 
(2) 海洋生物多様性の保全に関するグロー
バルなレベルでの一般多数国間条約の形成
には至っていないが、しかし、上記の国連の
諸機関および地域的な環境保護または漁業
管理の条約に基づき設置された条約実施機
関の活動を通じて、多様な形態での海洋保護
区の設定が進み、海洋生物多様性の保全の観
点から行われる船舶航行の規制や海洋遺伝
資源の取得規制が活性化していることにつ
いても明らかにした。 
 
(3) 具体的にいえば、たとえば、FAO にお
いては、2009 年に IUU 漁業（違法・無報告・
無規制な漁業）の防止、抑制、除去のための
寄港国措置に関する協定が採択されるなど、
漁業資源の保護と乱獲防止を通じて、海洋の
生物多様性保護の制度作りが進展している
ことを明らかにした。また、IMO における実
行についても、特別敏感海域（PSSA）と呼
ばれる海洋保護区が世界中の海域で 11 箇所
も設けられ、それぞれの広大な海域における
海洋生態系の保護に向けての取り組みが許
可されている状況についても、明らかにした。
この PSSA には、公海区域も含まれているこ
とから、現行の国際法制度との調整が課題と
なっている。 
 
(4) 地域的な漁業管理機関の活動も、海洋
生物多様性の保全の課題実現のために有効
になりつつある。たとえば、2006 年の南イン
ド洋漁業協定、また 2009 年の南太平洋公海
漁業資源保存管理条約、そして 2011 年に採
択された北太平洋公海漁業資源保存管理条
約の採択を通じて、太平洋の全域における公
海漁業が規制と管理の下に入ることになっ
ており、公海での漁業の自由を支える実質的
な基盤は存在しなくなっており、海洋の生態
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系の保全という観点から、世界の漁業秩序が
再編過程に入っていることを解明した。 
 
(5) 地域的な海洋環境保護機関の活動も、
海洋生物多様性の保全の課題実現という観
点から、注目すべきところが少なくない。た
とえば、地中海の海洋環境保護を担うバルセ
ロナ条約システムの下での海洋保護区設定
の動きが活発であり、また、北東大西洋でも
同様の動きが活発となっている。後者に関し
ていえば、オスパール条約に基づき設置され
ているオスパール委員会は、2000 年代に入り、
海洋保護区の識別と選定のためのガイドラ
インを採択し、2010 年には、4箇所の公海の
海底区域を、隣接海域の生物多様性を保全す
ることを目的として、海洋保護区に指定した。
注目されるのは、その設定を決めた文書にお
いて、「UNCLOS および慣習国際法に従って、
沿岸国、その他の国および国際機関が有する
権利・義務に影響を与えるものではない」こ
とが明記されていることである。本研究では、
公海での海洋保護区の設定と UNCLOS との
整合性に関する、一つの認識を示すものにな
っていることを明らかにした。 
 
(6) 本研究では、アジア地域における海洋
保護区の設定の動向について、とりわけ韓国
の研究者および研究機関との交流を通じて、
韓国での海洋保護区の設定に関する動向を
調査し、日本における今後の議論の参考にす
るよう努めた。 
 
(7) もっとも、他方で、本研究を通じて、
海洋生物多様性の保全という課題に関して、
普遍と地域の間での制度調整の必要性が顕
在化し、グローバルなレベルでのルール作り
が難航しているという課題も浮き彫りにな
り、今後の研究課題も同時に明らかになって
いる。具体的には、国連の下で、2006 年以降、
「国家管轄権の限界を超える海域における
生物多様性の保全および持続可能な利用に
関する問題を研究するワーキンググル－プ」
が作業を続けているが、そこでの討議におい
ては、諸国の見解の対立がむしろ顕在化して
おり、一般多数国間条約の作成は決して容易
ではない現状について分析を行い、今後の検
討課題を整理した。 
 
(8) かかる検討課題について、具体例を挙
げておくとすれば、たとえば、深海底におい
て行われる海洋遺伝資源の調査・研究活動が、
深海底制度の適用対象となるのか、それとも
公海における科学的調査の自由が適用され
る活動とみるべきかについて、世界の諸国と
研究者の間で見解が対立しており、今後の分
析が不可欠となっている。こうした基本問題
に関する検討を深めることが、海洋生物多様

性の保全に関する国際法の全容を明確にし
ていく上で、焦眉の重要な課題となっている。
この点も、本研究を通じて明らかになった点
の一つとしてあげておきたい。   
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高 村 ゆ か り 「 Legal Issues related to 
Climate Change Regime in the Post-Kyoto 
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部外交領事人員講習所 
 
（2010 年度） 
Yasuhiko Kagami, Remote Islands & the 
International Regime of the Protected 
Areas, in Second International Seminar on 
Islands & Oceans, 2010 年 12 月 1 日, 日本
財団 
 
高村ゆかり「京都議定書の来し方と行く末 -
『コペンハーゲン後』の行方 -」第 12回（2010
年度）日本国際連合学会、2010 年 6 月 27 日、
南山大学 
 
高村ゆかり「コペンハーゲン会議後の地球温
暖化交渉の行方」関西唯物論研究会第 24 回
総会・研究大会、2010 年 9 月 11 日、キャン
パスプラザ京都 
 
高村ゆかり「国際的環境問題と法 - その同
時代性と課題 -」民主主義科学者協会法律部
会 2010 年度学術総会、2010 年 11 月 20 日、
東京慈恵医科大学 
 
（2009 年度） 
田中則夫「海洋の生物多様性保全の国際法－
海洋法と環境法の統合的アプローチの探求
（基調講演）(The International Symposium 
on the International Law of the Sea and 
Fishery Issues held by The Taiwanese 
Society of International Law)、台湾国際
法学会（招待講演）、2009 年 12 月 6 日、台湾
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大学 
 
〔図書〕（計 6件） 
（2012 年度） 
田中則夫ほか（共編）『ベーシック条約集

（2012 年版）』東信堂、2012 年、1244 頁 
 
加々美康彦ほか（共編）『海洋保全生態学』
講談社、2012 年、287 頁 
 
（2011 年度） 
田中則夫ほか（共編）『ベーシック条約集
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